
      
 

  
 
  

    

    

  

 

大津市 

令和３（2021）年 3 月 

大津市協働のまちづくり推進計画  

改定計画  
令和 3(2021)年度～令和 6(2024)年度  



 
 

 

はじめに 

 
 本市では、市民・市民団体、事業者及び市が力を合わせて「みんなのための」公共サービス

を「みんなで支え」、誰もが愛着と誇りをもち、住み続けたくなる大津の実現を目指して平成

23（2011）年４月に「大津市『「結(ゆい)の湖都』協働のまちづくり推進条例（以下、「条例」

という。）」を施行しました。 

また、大津市総合計画基本構想（平成 29（2017）年度～令和 10（2028）年度）においても、

まちづくりの基本理念や将来都市像を定める中で、持続可能な都市経営とともに、三者協働に

よるまちづくりを積極的に進め、互いの立場や考え方の違いを尊重し、それぞれが主体的に支

えあえる「共助社会」の確立をうたっています。そのため、条例第 13 条第５項の規定に基づき

第２期の協働推進計画である「大津市協働のまちづくり推進計画（以下「推進計画」という。）」

を策定し、三者協働によるまちづくりの推進に取り組んできました。 

 

一方で、これまで人口増加が続いてきた本市においても、人口減少の局面を迎え、少子高齢

化がさらに進むことが予測されています。そのため、地域のまちづくりの現場では、まちづく

りの担い手不足や固定化などがより大きな課題となってきており、地域の多様な主体による協

働のまちづくりを進めることがますます重要となっています。 

 

このような時代の変化に対応し、これまでの取組の進捗状況や社会情勢を踏まえたより実践

的な計画へと見直すことを目的に、平成 29（2017）年 3月に策定した推進計画を改定する「大

津市協働のまちづくり推進計画改定計画（以下「改定計画」という。）」を策定いたしました。 

改定計画では、令和 2（2020）年度までの推進計画の成果や課題、社会情勢を踏まえた４つ

の視点を掲げ、令和 3（2021）年度以降の協働のまちづくりを全庁的に推進していきます。 

 

令和 3（2021）年 3月 

 

大津市長  佐藤 健司 
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第１章 改定計画の位置づけ 
 

 
 

１ 改定計画の位置づけと計画期間 

大津市では、条例第 13 条に基づき、協働のまちづくりにより「愛着と誇りをもって、住み続けたく

なる大津」を実現できるよう、平成 29（2017）年 3 月に市の取組の基本方針と計画期間で成し遂げ

るべき重要な推進施策を定めた協働のまちづくり推進計画を策定しました。 

改定計画は、推進計画の目標は踏襲し、前期で構築した協働を進めるための制度や仕組みを活

用しながら、実践の段階として、中期以降の具体的な協働の施策や取組を示すものです。 

なお、改定計画は令和6（2024）年度までの期間とし、令和7（2025）年度以降については、令和3

（2021）年度から４年間の成果や課題、社会情勢などを踏まえ、改めて検証・見直しを行います。

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１章 

総合計画 基本構想 １２年（平成 29（2017）年度～令和 10（2028）年度） 

実行計画 

平成 29（2017）～ 

令和 2（2020）年度 

令和２（2020）年度 

検証・見直し 

（主に施策・取組について） 

計画期間（総合計画との関係） 

大津市協働のまちづくり推進計画  

12 年（平成 29（2017）年度～令和 10（2028）年度） 

平成 29（2017）～ 

令和 2（2020）年度 

本改定計画         次期改定計画 
令和 3（2021）～       令和 7（2025）～ 

令和 6（2024）年度      令和 10（2028）年度 

改
定 

改
定 

令和６（2024）年度 

検証・見直し 

（主に施策・取組について） 

実行計画 

令和 3（2021）～ 

令和 6（2024）年度 

実行計画 

令和 7（2025）～ 

令和 10（2028）年度 

前期 中期 後期 
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２ 改定計画の構成 

改定計画の構成は以下のとおりです。改定計画は推進計画の目標を踏襲し、社会情勢の変化や

推進計画前期の成果と課題を踏まえ、新たに４つの視点を掲げ、協働のまちづくりを推進していき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 改定計画の策定体制 

改定計画は、時代の変化に対応し、協働によるまちづくりの推進を実効性あるものとするため、

庁内の協働の推進組織である「大津市職員協働推進本部」や市長の附属機関として設置している

「大津市協働を進める三者委員会」の審議を踏まえて策定を進めました。

 

第１章 改定計画の位置付け

•改定計画の位置づけと計画期間、改定計画の構成、改定計画の策定体制

第２章 見直しの背景

•本市や地域を取り巻く環境、市民意識

第３章 推進計画前期の成果と課題

•推進計画が目指すもの、推進計画の取組状況、推進計画前期の成果と課題

第４章 改定計画の方向性

•課題の整理、課題への対応と４つの視点

第５章 ４つの視点と取組

•４つの視点と施策の体系、視点ごとの取組

第６章 改定計画の推進体制

•改定計画の進捗管理、改定計画の実施体制
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第２章 見直しの背景 
 

 
 

１ 本市や地域を取り巻く環境 

①人口減少・少子高齢化の進行 

短期的には増加傾向にある大津市の人口ですが、長期的には減少していくことが想定されます。

また、人口構成を見ても、年少人口（0～14歳）、生産年齢人口（15～65歳）が減少する一方、老年人

口（65 歳以上）が増加していくことが予想されます。令和 42（2060）年には、年少人口が約 15％と

なる一方、老年人口が 35％を超えることが見込まれます。（図表 1 参照） 

 

 

図表 1 大津市将来展望人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（出典：第２期大津市まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和２（2020）年４月策定）） 

第２章 
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②世帯構成の変化と自治会加入率の低下 

大津市での総世帯数は増加傾向にありますが、中でも単独世帯と夫婦世帯が増え、夫婦と子世

帯が減少傾向にあります。そのため、世帯あたりの人員は減少傾向にあり、平成 12（2000）年には 3

人を下回り、平成 27（2015）年には 2.46 人となっています。（図表 2 参照） 

また、地域のまちづくり活動の担い手の中心となっている自治会は、市内に現在７２０団体ありま

す。自治会加入率は、平成 2（1990）年度は 81.7％となっていましたが、総世帯数が増加する一方で、

自治会加入世帯数が減少しており、自治会加入率は減少傾向にあります。近年は年１％程度の割合

で減少しており、令和 2（2020）年度には約 57.6％になっています。 

 

 

図表 2 総世帯数・世帯あたり人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

 

 

大津市でも年々、自治会加入率が低下するなか、自治会加入

を促進するため、自治連合会や民間事業者と協力して、以下の

取組を行っています。 

大津市自治連合会による「自治会加入促進のてびき」や

「自治会加入促進チラシ」の作成 

行政窓口や不動産取引業者の窓口での「自治会加入促進

チラシ」の配布 

各学区の自治会活動を紹介するための事例集の発行 

広報おおつでの各学区の特色や活動の紹介 

自治会加入促進の取組 
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２ 市民意識 

大津市総合計画第１期実行計画の取組成果やまちづくり施策に関する市民意識を把握するため、

令和元年度に「大津市のまちづくりに関する市民意識調査」を実施しました。実行計画では40の施

策を定め、「市民活動と協働の推進」をその一つに位置づけており、今回の市民意識調査では、施

策ごとにその満足度や重要度を調査しました。 

調査結果では、「市民活動と協働の推進」の満足度は 26 位で平成 27（2015）年度の同調査時の

35 位から上昇しました。しかし、重要度は 37 位（前回 35 位）と依然として低い状況にあります。 

重要度については、年代が上がるほど上昇する傾向にあり、60 歳以上では重要とやや重要を合

わせて４割以上となっていますが、59 歳以下では３割を下回っています。（図表 5）また、居住年数

別では、本市への居住年数が長いほど重要度も上がる傾向にあります。（図表 6） 

 

 

 

      図表 5 市民活動と協働の推進に対する年代別の重要度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    （出典：令和元年度大津市のまちづくりに関する市民意識調査） 
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     図表 6 市民活動と協働の推進に対する居住年数別の重要度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：令和元年度大津市のまちづくりに関する市民意識調査） 

 
 
 

「市民活動と協働の推進」に対する自由記述では、非自治会員の増加、自治会役員の高齢化や

担い手不足などによる自治会活動の困難化、地域のことは地域住民でできるような意識付けの推

進などの意見が出されています。 

 

性別 年代 自由記述 

女性 70～79 歳 
高齢化で自治会も動きにくい。役員に負担がかかりすぎないように、これま

での活動をスリム化しなければ、担い手がいなくなる。 

男性 60～69 歳 自治会の活動は、地域によって差があります。 

女性 40～49 歳 高齢化や世帯人数の減少のため、市民活動への参加が難しいことが多い。 

男性 40～49 歳 ライフスタイルが多様化しているので、無理に協働しなくてよい。 

女性 60～69 歳 自治会に頼らないまちづくりを進めてほしい。（非自治会員が増加している） 

男性 40～49 歳 自治会活動などが以前よりも、活動難になっている。 

男性 60～69 歳 
自分が住む地域は、住民が共に考え行動して良くする。公共機関にすべて任

せるのではない意識付けを推進する。 

女性 30～39 歳 新興住宅が多すぎて、コミュニティがあるとは言えない。 

                            （出典：令和元年度大津市のまちづくりに関する市民意識調査） 

 



第３章 推進計画前期の成果と課題 

 

 

7 

 

第３章 推進計画前期の成果と課題 
 

 
 

１ 推進計画が目指すもの 

推進計画では「人と人のつながりを強め、誰もが愛着と誇りを持って、住み続けたくなる大津」

を実現するためのまちの状態として、公共サービスを三者で担う持続可能な大津、つまり「みんな

が活躍する『協働のまち 大津』」となることを目指しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 

２ 推進計画の取組状況 

推進計画では３つの基本方針と１つの推進体制のもと、１７の基本施策、５４の取組を掲げ、協働を

推進してきました。令和元（2019）年度の時点で 50 の取組を試行・実施しています。 

 

基本方針 基本施策 取組 
 

実施済 未実施 

基本方針１ 

市政における市民・市民団体及び事業者の参

加、協働の推進 

4 10 10 0 

基本方針２ 

市民・市民団体及び事業者から市政へのアプロ

ーチによる協働の推進 

3 6 6 0 

基本方針３ 

公共の担い手・協働の主体の充実（担い手や主

体を豊かにする） 

6 25 23 2 

推進体制 

三者協働を豊かにするための市政における推進

体制の充実 

4 13 11 2 

※未実施には、検討など何らか着手したが試行・実施に至っていないものを含みます。 

第３章 

計画が目指す地域社会の姿 

みんなが活躍する『協働のまち 大津』 
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３ 推進計画前期の成果と課題 

 

①基本方針１ 

「市政における市民・市民団体及び事業者の参加、協働の推進」の成果と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまで、主として市が担ってきた公共サービスにおいても、市から積極的に情報を提供し、協働によって

実現する環境を整えるため、推進計画前期では、市政情報の公開や市政への参画の機会の拡充、市の施策・

事業の協働可能性を検討・評価する機会の提供、市からの提案による協働事業の創設を基本施策に掲げて、

取組を進めてきました。 

 一方で、人口減少・少子高齢化や世帯構成の変化など、本市を取り巻く環境の大きな変化により、地域課題

も複雑化・多様化してきており、これまで市が行ってきた一律的な公共サービスによるまちづくりに加えて、地

域の特色に応じたまちづくりを推進する重要性が高まってきています。 

 今後は、多様化する地域課題に対応するため、市と市民・市民団体及び事業者など地域の様々な主体との

協働によるまちづくりを推進することが重要です。そのため、地域課題やニーズを地域全体で把握し、共有す

るとともに、それぞれの地域の将来像やまちづくりの目的も共有することが必要です。 

課題 

広報活動や市からの情報提供につ

いて、より地域の特色や課題に即し

たものへと充実を図っていくこと

が必要です。 

地域の特色や課題について、より

多くの市民・市民団体及び事業者

と共有することが必要です。 

成果 

より多くの市民にとって分かりやす

く、関心を持ってもらえる広報活動

ができるよう、広報ガイドラインを

策定しました。 

各種 SNS、スマートフォンアプリ、分

野別のメール配信の活用によって、

届けたい相手に合わせた情報の発

信ができるようになりました。 

事業レビューやパブリックコメント、

意見交換会などによって、市の施

策に対する市民参画の機会が増加

しました。 
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②基本方針２ 

「市民・市民団体及び事業者から市政へのアプローチによる協働の推進」の成果と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民・市民団体及び事業者が市と協働で行う必要がある、もしくは市と協働で行うことでより充実すると考

える公共サービスや課題解決に向けた提案について、市が積極的に受け止められる環境や体制を整えるた

め、推進計画前期では、市民・市民団体及び事業者による地域課題の分析や地域課題の解決に向けた取組の

情報発信、市民・市民団体及び事業者からの提案による協働事業の創設を基本施策に掲げて、取組を進めて

きました。 

 これまで取り組んできた様々な形での協働事業は、テーマごとに市の担当所属と市民団体とが協働して、

課題解決に取り組むことが中心でした。 

 今後は、地域単位での課題を調査、分析し、課題ごとの対応状況の記録、また地域の資源等をまとめたもの

を地域や市の各担当所属が情報共有をするとともに、市の各担当所属が分野を横断して連携し、地域ととも

に協働できる体制を充実させることが重要です。 

 

 

 

成果 

市民・市民団体及び事業者が地域

課題の調査・分析・把握ができるよ

うに、市の有する各種情報をオー

プンデータとして公開しました。 

市民活動センターによる「市民公

益活動団体の調査」及び「事業者

のCSRに関する調査」で、市民団体

及び事業者の有する社会資源等の

情報収集を行いました。 

課題 

地域の課題を調査、分析し、地域資

源を掲載した情報を、市民や市民

団体が自由に使うことができるな

ど、誰もが活用しやすい仕組みづく

りが必要です。 

地域とともに協働できるよう市の

各担当所属が分野を横断して連携

できる体制の充実が必要です。 
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③基本方針３ 

「公共の担い手・協働の主体の充実（担い手や主体を豊かにする）」の成果と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三者協働によるまちづくりを推進するため、推進計画前期では、協働の主体である市民・市民団体及び事業

者により展開される公共サービスや市民・市民団体及び事業者の協働を豊かにするためのしくみや環境整備

を基本施策に掲げて、取組を進めてきました。 

 パワーアップ・市民活動応援事業や市民活動センターでの各種情報発信事業によって、協働の主体となる

市民団体の活動の充実や事業者とのネットワークが構築された一方で、自治会など地縁型の市民団体の一部

では、役員の固定化や高齢化など、担い手不足が深刻化してきています。 

 今後は、まちづくりのそれぞれの分野において知識や資源、ノウハウを有する市民団体・事業者が、地域の

活動に参加することで、地域における担い手不足の解消や地域活動を持続的なものとし、それぞれの地域の

特色に応じたまちづくりを行っていく必要があります。  

成果 

市民団体等の取組について効果的

に広報を行い、資金・資源を自ら得

ることができるようになるため、市

民活動センターによる広報力アッ

プ講座など各種研修を開催しまし

た。 

市民、市役所の職員を対象として

「大津市まちづくりガイドブック」を

作成し、市民団体や各大学等に配

布し、まちづくりについての理解を

図りました。 

課題 

市民団体や事業者の有するノウハ

ウや資源を地域活動に活用する仕

組みづくりが必要です。 

まちづくりの担い手となる様々な

団体・個人が参加し、また連携・協力

しながら、それぞれの地域の特色

に応じたまちづくりが必要です。 

市民団体がまちづくりの担い手と

して、自立して持続的に活動を行え

るよう、人材育成や財源確保が必

要です。 
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④推進体制 

「三者協働を豊かにするための市政における推進体制の充実」の成果と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３つの基本方針に基づき、様々な場で三者協働が活発に行われるようなまちを創り出すため、市における

推進体制の充実を図り、推進計画の実行性を高めることを基本施策に掲げて、取組を進めてきました。 

 しかしながら、基本方針２の成果と課題でも挙げたとおり、これまで取り組んできた様々な形での協働は、テ

ーマごとに市の担当所属と市民団体とが協働して、課題解決に取り組むことが中心でした。 

 今後、地域課題が複雑化・多様化し、地域の特色に応じたまちづくりが求められる中、多様な主体による協

働のまちづくりを進めるためには、地域において様々な団体・個人が参加し、連携・協力しながらまちづくりを

進める組織体制の充実とともに、市においても組織横断的な庁内連携体制のさらなる充実が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果 

協働のまちづくり推進計画に紐づ

く各種施策の実施、評価、見直しに

あたり、定期的に職員協働推進本

部を開催しました。 

協働を進める三者委員会と職員協

働推進本部による協働事業の実施

状況の調査を行い、推進計画の進

捗確認を行いました。 

課題 

地域において様々な団体・個人が

参加し、連携・協力しながらまちづ

くりを進める組織体制の充実とと

もに、市では、地域の様々な課題に

対して協働によって対応するため、

組織横断的な庁内連携体制のさら

なる充実が必要です。 

市民団体を大きく２つに分けると以下の類型に分

けることができます。 

市民団体とは 

地縁型の市民団体 

自治会など、地域的なつながりを

基礎として構成された団体 

 

テーマ型の市民団体 

公共的・公益的な特定のテーマを掲げ活動す

る団体など、同一の目的意識によるつながり

を基礎として構成された団体 
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木工あそびでつむぎひろがる事業 

 

シニア世代のもつ、木工細工というスキルをいか

し、公共施設で行政とともに木工工作教室を開催する

ことで、多世代交流の場の創出、また木工工作等のあ

そびを次世代へつないでいく事業です。 

団体と行政がそれぞれの現状を共有し、役割分担

等協議を進め事業の実施に至りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働による成果 

団体にとっては、行政と一緒に事業を実施すること

で当日の運営支援だけでなく、行政が持つ専門的な知

識（幼児にとって安全で使いやすい遊具の形状、材質、

アレルギーに関する知識など）を得ることができ、団体

の今後の活動を幅広いものへと発展させることができ

ました。また行政にとっても、計画的な事業運営に繋が

っているとともに、子育て世代だけでなく多世代交流

の場として幅広い世代の居場所づくりに繋がりました。 

協働のまちづくりの事例 

地域福祉サポーターとんかち 子育て総合支援センターゆめっこ 

事前の丁寧な打ち合わせや当日お手伝

いいただくことで、事業をスムーズに実施

できています。活動の機会を定期的に提供

していただくことで私たちシニア世代のも

つスキルを発揮できる場となっているとと

もに、幼児に対する専門的な知識を得る事

ができ、色々な場面で役に立っています。 

「とんかちさんコーナー」はいつも大

人気です。木のおもちゃの素朴なぬくも

りと、とんかちさんとのふれあいに心が

あたたかくなる、笑顔あふれるコーナー

です。参加した親子にとっても普段関わ

ることの少ないシニア世代との交流の

場になっています。 
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第４章 改定計画の方向性 
 

 
 

１ 課題の整理 

①本市や地域を取り巻く環境の変化による課題 

本市においても、人口減少と少子化、超高齢化の進行、核家族世帯や単身世帯の増加などによ

る住民ニーズやライフスタイルの多様化、また、自治会加入率の低下などによる地域コミュニティ

の希薄化が進んできています。地域の状況も様々であり、地域の実情に応じたまちづくりが必要で

す。 

課題 地域の特色や実情に応じたまちづくりの推進 

 

②市民意識調査結果に基づく課題 

 調査結果では、本市における「市民活動と協働の推進」に対する市民の重要度は高くない状況

です。また、自由記述では、役員の高齢化や担い手不足などによって地域活動の継続が困難になっ

ている状況が伺えます。 

課題 協働による地域活動の担い手の充実と意識醸成 

 

③推進計画前期の課題 

 推進計画前期の３つの基本方針・推進体制の課題は、次の４点に分けることができます。 

課題  市が有する様々な情報の提供や活用の工夫 

 

課題  市の組織横断的な庁内連携体制の充実 

 

課題  
市民団体や事業者の有するノウハウや資源の

活用と担い手の拡充 

 

課題  
様々な団体・個人が連携・協力してまちづくりを

進めるための組織の充実 

第４章 

基本方針１ 基本方針 2 

基本方針 2 推進体制 

基本方針 3 

基本方針 3 推進体制 



改定計画の方向性 第４章 

 

      
 

 14 

２ 課題への対応と４つの視点 

 本市や地域を取り巻く環境、市民意識調査結果から「地域の特色や実情に応じたまちづくりの推

進」と「協働による地域活動の担い手の充実と意識醸成」の２つの課題への対応が求められていま

す。また、推進計画前期の４つの課題への対応も必要です。そのため、改定計画では、必要な対応を

４つの視点に分け、視点ごとに取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

広報・広聴の充実 

市の組織横断的な庁内連

携体制の充実 

市民団体や事業者の有す

るノウハウや資源の活用と

担い手の拡充 

様々な団体・個人が連携・

協力してまちづくりを進め

るための組織の充実 

市が有する様々な情報の

提供や活用の工夫 

本市や地域を取り巻く環境

と市民意識調査結果の課題 
推進計画前期の課題 視点 

視点１ 

 

本市の地域との 

協働体制の確立 

視点２ 

 

市民団体・事業者・大学

等と地域との連携促進 

視点３ 

 

住民自治（地域自治）の 

推進 

視点４ 

基本方針１ 基本方針 2 

基本方針 2 推進体制 

基本方針 3 

基本方針 3 推進体制 

地域の特色や実情に 

応じたまちづくりの推進 

協働による地域活動の 

担い手の充実と意識醸成 
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第５章 ４つの視点と取組 
 

 
 

４つの視点と施策の体系 

視点１ 広報・広聴の充実 

施策 取組 

市から発信する情報の 

充実 

１-① オープンデータや地域カルテによる市政情報の活用 

１-② 
SNS、スマートフォンアプリ、メール配信システム等を活用した

市政情報の発信 

まちづくり活動事例の 

発信 

１-③ 地域活動事例の集約及び発信 

１-④ 地域の自発的な情報発信の支援 

広聴の充実 １-⑤ 
パブリックコメント、意見交換会等市の施策への意見聴取の

機会の充実 

視点２ 本市の地域との協働体制の確立 

施策 取組 

組織横断的な庁内連携体

制の充実 

２-① 
大津市職員協働推進本部を中心とした組織横断的な庁内

連携体制の充実 

２-② 大津市協働を進める三者委員会との連携強化 

２-③ 庁内における協働事例の共有 

協働の機会の拡充 

２-④ コミュニティセンターの設置及びまちづくり協議会による運営 

２-⑤ 協働による事業委託の拡充 

 

 

 

 

第５章 



５つの視点と取組 第５章 

 

      
 

 16 

 

 

視点３ 市民団体・事業者・大学等と地域との連携促進 

施策 取 組 

コーディネート機能の 

強化 

３-① 市民活動センターによるコーディネート機能の充実 

３-② 市民活動センターによる人材育成機能の強化 

マッチング機能の強化 ３-③ 大津市まちづくり提案制度によるマッチングの拡充 

ネットワークの形成 

３-④ 市民活動センターによる各種連携・交流促進事業の実施 

３-⑤ 大学との連携促進 

視点４ 住民自治（地域自治）の推進 

施策 取 組 

連携・協力した地域のま

ちづくり活動への支援 

４-① まちづくり協議会の設立及び運営支援の充実 

４-② まちづくり協議会の周知 

４-③ 先行学区の取組事例の共有 

４-④ 地域のまちづくりに合わせた支援のあり方の検討 

地域活動の活性化 

４-⑤ 自治会加入促進事業 

４-⑥ 地域活動事例の集約及び発信 

中間支援機能の拡充 ４-⑦ 市民活動センターの中間支援機能の強化 
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視点１ 広報・広聴の充実 

 

市と市民・市民団体及び事業者など地域の様々な主体との協働によるまちづくりを推進するた

めには、各主体がまちづくりの当事者としての意識を持って、地域課題やニーズを把握・分析し、情

報共有をするとともに、それぞれの地域の将来像やまちづくりの目的を本市と地域の間で共有す

ることが必要です。行政が持っている情報、地域が持っている情報を共有し、まちづくりに活用し

ていくため、広報・広聴の充実を図ります。 

 

 

 施策  市から発信する情報の充実 

取組 ４年後の目標 

１－① オープンデータや地域カルテによる市政情報

の活用 市民や事業者等の誰もがまちづくりの

当事者として、これからの地域のまちづく

りを考える際に、市から発信するオープン

データや地域カルテが十分に活用されて

います。 

 地域が必要とする内容が掲載された地域カルテを作成

し、情報を共有します。また、地域が必要とするデータにつ

いて、調査・研究を進めるとともに、大津市オープンデータ

ポータルサイトに掲載するデータの種類や数を拡充させ、

オープンデータの活用を図ります。 

１－② SNS、スマートフォンアプリ、メール配信 

システム等を活用した市政情報の発信 

複雑化・多様化する市民ニーズに対応す

るための情報発信ツールが充実し、必要な

情報が必要な人や団体にいきわたる状態

が進んでいます。 

 若者や子育て世代を含めた幅広い層へ情報を発信する

方法の一つとして、Facebook や LINE、Instagram、スマートフ

ォンアプリ、メール配信システム等を活用するとともに、それ

ぞれの発信方法について運用を工夫します。また、様々な

情報発信ツールにより、必要な人へ必要な情報を、よりきめ

細やかに届けます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

地域の将来人口や年齢構成、事故や犯罪の発

生状況、防災マップ、公園や文化施設などの所在

など、地域の状況や資源等を、３６学区ごとにまと

めたものです。地域カルテをもとに、その地域で

取り組む課題や、強みとなる資源を把握、共有す

ることで、学区全体でまちづくりを進めることが

できます。 

地域カルテ 
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 施策  まちづくり活動事例の発信 

取組 ４年後の目標 

１－③ 地域活動事例の集約及び発信 
地域が取り組む特色ある活動や工夫を

凝らした取組を発信し広く共有すること

で、各地域のまちづくり活動に活用され、活

動が活性化しています。 

まちづくり活動の事例を集約し、地域内外で事例の共有

とまちづくりへの意識醸成につながるよう、事例集の配布

や事例の発表会、地域間の意見交流会などの発信方法を検

討、実施します。 

１－④ 地域の自発的な情報発信の支援 まちづくり協議会や各学区自治連合会

の活動、また組織体制等、地域の情報を大

津市のホームページで積極的に発信する

ことで、組織に対する信頼が高まるととも

に、地域活動がより多くの人の目にとまり、

活動への関心が高まっています。 

まちづくり協議会の概要や活動内容、また地域で作成さ

れたホームページをリンクさせるなど、大津市のホームペ

ージの充実を図ります。また地域イベントの周知など、市民

が地域に関心をもち、活動への参加が促されるよう情報を

定期的に集約し発信します。 

 

 

 施策  広聴の充実 

取組 ４年後の目標 

１－⑤ パブリックコメント、意見交換会等市の 

施策への意見聴取の機会の充実 市の施策や制度に対し、市民の関心、参

画が広がるとともに、それぞれの意見が施

策に反映され、市民の思いを反映した施策

や制度が展開されています。 

 これまで行ってきたパブリックコメントや意見交換会につ

いて、制度の周知や実施方法を工夫することに加えて、広

く市民の意見聴取を行う手法や必要な情報を市民と共有

する仕組みを検討、実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    httpｓ://www.city.otsu.lg.jp/ 

opendata/index.html 

 

「オープンデータ」とは、自由に使えて再

利用もでき、かつ誰でも再配布できるよう

なデータのことをいいます。 

 市が保有する情報をオープンデータと

し、幅広く公開・提供することによって、革新

的な新サービス・新産業の創出のみでなく、

行政の透明性向上や住民の行政参画が促

進され、地域課題の解決に寄与するととも

に、企業活動や地域の活性化に繋がること

が期待されます。 

大津市オープンデータ 

ポータルサイト 
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視点２ 本市の地域との協働体制の確立 

 

市と市民・市民団体及び事業者など地域の様々な主体との協働のまちづくりを進めていくには、

市の各部局も連携して、地域とともにまちづくりを行う体制を整える必要があります。また、多様

化・複雑化する地域課題に対応していくため、これまで以上に、様々な分野で協働の取組を増やし

ていく必要があります。 

 

 

 施策  組織横断的な庁内連携体制の充実 

取組 ４年後の目標 

２－① 大津市職員協働推進本部を中心とした 

組織横断的な庁内連携体制の充実 まちづくり協議会等、地域内の横断的な

組織とともに、まちづくりに取り組む庁内連

携体制を構築することで、多様化・複雑化し

た地域課題の解決に協働で取り組むこと

ができています。 

 地域の課題を共有し、地域とともにまちづくりに取り組む

体制を構築するため、大津市職員協働推進本部において庁

内連携組織の検討を進めるとともに、地域とまちづくり活

動に対する意見交換の場を設けるなど、協働によるまちづ

くりに向けた意識の向上を図ります。 

２－② 大津市協働を進める三者委員会との連携 

強化 地域活動事例を三者委員会とも共有し、

それぞれの事例への意見交換を行うなど、

市と地域との協働事業について三者委員

会と連携を強化することで、様々な形の協

働のまちづくりが生まれています。 

 市と地域の協働体制が多くの事業で展開されるよう、ま

た協働により事業を進める中で、それぞれが抱える課題を

相談できる場となるよう三者委員会との連携を強化し、地

域のまちづくり活動に対しての意見交換の場を充実させま

す。 

２－③ 庁内における協働事例の共有 
庁内において、協働事例の共有により協

働に対する理解が進むことで、地域との協

働による事業実施に対する意識が醸成さ

れ、協働による事業が活発になるととも

に、庁内での組織横断的な体制づくりが進

んでいます。 

 庁内における協働で取り組む事業についての成功例、失

敗例、課題等を共有することで、協働への理解を深めます。

また、協働の視点で施策や事業を見直すことや、他課の事

例を参考に、連携して取り組む事業の発見に繋げていきま

す。 
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 施策  協働の機会の拡充 

取組 ４年後の目標 

２－④ コミュニティセンターの設置及びまちづくり 

協議会による運営 

住民主体のまちづくりを進める拠点とし

て、地域の実情に合わせてコミュニティセ

ンターが設置されています。コミュニティ

センターにはまちづくりの担い手が集い、

様々な地域活動が活発に行われることで、

地域の活動拠点としてさらに充実していま

す。 

 まちづくり協議会が設立され、地域の実情に合わせて

コミュニティセンターが設置された際には、コミュニティセ

ンターが地域の協働によるまちづくりを推進するための活

動拠点として、まちづくり協議会による運営が円滑に進むよ

う、地域と協議しながら、必要な支援を実施します。 

２－⑤ 協働による事業委託の拡充 

 これまで市が担っていた公共の領域の

事業についても、地域と分担して担う取組

が広がっています。 

 まちづくり協議会などに対して、コミュニティセンターを

はじめ、地域内の公共施設の管理を委託するなど、地域と

の協働による事業委託の方法を検討し、実施します。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 大津市では、行政窓口である支所と生涯学習

の拠点である公民館の複合施設として、市民セ

ンターを設置しています。 

 今後、地域における課題やニーズが多様化、

複雑化する中、地域課題を住民自らが解決して

いく必要性が高まってきています。 

 そのため、生涯学習の拠点としての公民館機 

能は残しつつ、新たなニーズに対応したまちづくりと地域交流の拠点として市民センターを活用

していくため、公民館のコミュニティセンター化と地域による自主運営に取り組んでいます。 

 コミュニティセンターでは、以下の取組を行っていきます。 

 ①地域の主体的なまちづくり活動の推進に関すること 

 ②地域の主体的な学びの推進に関すること 

③地域の情報の収集及び発信に関すること 

④コミュニティ活動の場の提供に関すること 

⑤その他センターの設置の目的を達成するために必要なこと 

コミュニティセンター 
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視点３ 市民団体・事業者・大学等と地域との連携促進 

 

まちづくりのそれぞれの分野において知識や資源、ノウハウを有する市民団体・事業者・大学等

が、地域の活動に参加することで、協働のまちづくりを推進するとともに、地域における担い手不

足の解消につなげます。 

 

 

 施策  コーディネート機能の強化 

取組 ４年後の目標 

３－① 市民活動センターによるコーディネート機能 

    の充実 

市民団体及び事業者また行政が、市民

活動センターを十分に活用することで、三

者のネットワークが拡充し協働によるまち

づくりが充実しています。 

 市民活動センターによる相談支援の充実を図るととも

に、市民活動センターの機能が認知され、十分に活用される

よう情報発信の充実を図ります。特に庁内において、市民活

動センターの周知を定期的に実施することで、市民活動セ

ンターの役割を認識し、協働によるまちづくり活動に取り組

む意識の醸成を図ります。 

３－② 市民活動センターによる人材育成機能の強化 
市民団体や地縁団体等が協働のまちづ

くりの担い手として、自立した活動を展開

することで、行政や事業者との協働による

まちづくりが充実しています。 

 市民活動センターによるパワーアップ市民活動応援事業

を通じて、団体が協働のまちづくりの担い手として自立的に

発展していけるよう、市民活動センターの専門性を活かした

伴走型支援の充実を図ります。 

 

 

 

  
                     住所 〒520-0047 大津市浜大津 4-1-1（明日都浜大津１階） 

                      電話 077-527-8661  FAX 077-527-8662 

         

市民公益活動に関する人や情報が活発に行き

交い、利用団体同士の連携や交流が促進される

協働の拠点施設となることを目的として、平成 18

年に開設した施設です。 

 市民公益活動に関する講座や講習会の開催、

NPO、大学、事業者等の相互連携、また市民公益活

動に関する調査研究、市民活動の活性化や視野

を広げるための交流会などを行っています。 

大津市市民活動センター 
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 施策  マッチング機能の強化 

取組 ４年後の目標 

３－③ 大津市まちづくり提案制度によるマッチング

の拡充 

大津市まちづくり提案制度が活用され、

また市民・市民団体や事業者、行政の課題

共有の場として制度を充実させることで、

多様な主体間のマッチングが進み協働によ

るまちづくりが発展しています。 

 大津市まちづくり提案制度を広く周知し、多くの方に活用

されるとともに、協働事業の実施につながるよう事業者や

大学等との連携を図ります。 

 

 

 施策  ネットワークの形成 

取組 ４年後の目標 

３－④ 市民活動センターによる各種連携・交流促進 

事業の実施 まちづくり協議会など地域のまちづくり

に取り組む団体と、NPO 法人や事業者など

が連携・協力して、地域課題の解決に一体

的に取り組むまちづくりが進んでいます。 

 交流会や意見交換会、協働意識の醸成に向けた研修など

の実施により、市民・市民団体、事業者、市民公益活動団体と

の間にネットワークを形成し、横断的に地域課題を解決する

体制が生まれやすい環境を整えます。 

３－⑤ 大学との連携促進 
大学の豊かな知的資源及び人的資源が

地域のまちづくりの幅広い分野で活用され

るとともに、大学生が地域の中で活躍し、

本市への愛着を深めています。 

 大学と市民・市民団体、事業者及び行政とが広範な連携

ネットワークを形成し、豊かな知的資源及び人的資源を十分

に活用できるよう、大学との協力関係を拡充します。 

 

  

 

 

 

大津市まちづくり提案制度は、多様な主体の参画を募って協働事業を実施しようとする市民・市

民団体又は事業者を募集し、市民・市民団体又は事業者が実施しようとする協働事業の内容を公

表する制度です。 

広報おおつや大津市のホームページ、市民活動センターなどを通して、多様な世代、団体に周

知し、協働の機会の創出につなげます。 

大津市まちづくり提案制度 
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視点４ 住民自治（地域自治）の推進 

 

地域課題を地域で解決し、地域の特色や実情に応じたまちづくりを進めていくため、市民・市民

団体及び事業者など地域の様々な主体が情報を共有し、同じ目的や当事者意識をもってまちづく

りに取り組む体制をさらに広げていく必要があります。そのため、まちづくり協議会やその基礎と

なる単位自治会等に対する支援の充実を図っていきます。 

 

 施策  連携・協力した地域のまちづくり活動への支援 

取組 ４年後の目標 

４－① まちづくり協議会の設立及び運営支援の充実 

地域の実情に合わせてまちづくり協議

会の設立が進むとともに、設立されたまち

づくり協議会の運営が継続されることで、

住民自治の確立と持続可能なまちづくり

が推進されています。 

 地域の様々な主体が連携・協力してまちづくりを行うまち

づくり協議会の設立に対し、設立支援補助金の交付による

財政支援と合わせ各学区での説明会や個別協議、また先進

事例の共有など必要な支援を実施します。また、設立された

学区において、運営が継続されるよう、すでに実施している

運営補助金の他、必要な支援を検討します。 

４－② まちづくり協議会の周知 まちづくり協議会の活動など、地域が連

携・協力して取り組むまちづくり活動が多く

の市民や市職員に認識され、地域への関心

が高まることで、多様な人々や団体がまち

づくりに参加しています。 

 まちづくり協議会等地域が連携・協力して取り組むまちづ

くり活動について、市のホームページや広報等で広く周知

するとともに、意見交換会の開催や定期的な情報発信等に

より、住民や市職員への理解を図ります。 

４－③ 先行学区の取組事例の共有 

まちづくり協議会が設立された学区の取

組を共有することで、これから取組を進め

る学区の参考となり、設立に向けた取組が

円滑に進みます。 

 設立を進めている学区では、設立に向けたスケジュール

や進め方、他団体との調整などにおいて、どのように進め

ていいかわからないとの意見も多くあるため、設立に向け

た取組の参考となるよう先行学区との意見交換会を定期

的に開催します。 

４－④ 地域のまちづくりに合わせた支援のあり方の

検討 それぞれの地域の実情に合わせた支援

が充実し、地域がそれらを柔軟に活用でき

ることで、地域の実情に合わせたまちづく

り活動が展開されています。 

 地域の取組に合わせて、意見交換や情報提供等の支援を

行うとともに、地域の実情に合わせて柔軟に活用できる補

助金制度のあり方等、地域のまちづくりに合わせた支援に

ついて検討します。 
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 施策  地域活動の活性化 

取組 ４年後の目標 

４－⑤ 自治会加入促進事業 自治会加入促進に係る地域や行政の取

組の成果により、自治会加入率があがるこ

とで、自治会活動をはじめとした地域活動

を支える人が増え、身近な助け合い、支え

合いができる安心・安全なまちづくりが進

んでいます。 

 地域活動の基礎単位となる自治会への加入を促進する

ため、役員等の負担となっている行政からの依頼等の見直

しを進めるとともに、各学区自治連合会及び単位自治会等

と連携し、効果的な自治会加入促進の取組を検討し、実施し

ます。 

４－⑥ 地域活動事例の集約及び発信 様々な地域団体が取り組む地域の安心・

安全なまちづくり活動を集約し発信するこ

とで、地域活動の意義、必要性が認識され、

当事者意識をもって地域活動に参画する

人が増えています。 

 自治会などが実施している地域活動事例集作成のため、

多くの活動事例を集約するとともに、ホームページや広報

等で広く周知します。 

 

 

 施策  中間支援機能の拡充 

取組 ４年後の目標 

４－⑦ 市民活動センターの中間支援機能の強化 

 市民活動センターの中間支援機能が強

化され、まちづくり協議会や市民公益活動

団体、行政との連携・協力が進み、協働によ

るまちづくりが推進されています。 

 市民活動センターの機能として、地域課題の解決に向け、

市民・市民団体、事業者、行政の間に立ち、橋渡しの役割を担

うなど、中立的な立場で支援を行う中間支援機能を強化し

ます。 

 また、市民団体による各種助成金の獲得など、財源確保

に向けた支援を行っていきます。 

 

  

 

 

 

まちづくり協議会は、協議に基づいて

地域の課題は地域で解決する、住民主

体の自治組織です。当該地域の各種団

体、事業者や個人などを包括した、当該

地域を代表する組織です。 

設立することで、多様な人材がさまざ

まな関わり方で、連携･協力して住み良

いまちづくりの実現を目指します。 

まちづくり協議会 
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第６章 改定計画の推進体制 
 

 

 

１ 改定計画の進捗管理 

 改定計画が計画どおりに実施され、４年後の目標が達成されるためには、進捗の管理を行うことが大

切です。また、４年後には本計画を改めて検証し、後期に向けて、必要に応じて計画を改定する必要もあ

ります。そのため、大津市職員協働推進本部において、計画の進捗管理を行っていきます。 

 進捗管理の方法としては、４つの視点の各施策に定めた取組ごとに、４年後の目標に向けて、計画ど

おりに進められているか、毎年度点検し、評価を行います。 

 なお、大津市職員協働推進本部での評価結果については、大津市協働を進める三者委員会に対し

て報告し、取組の状況について情報共有します。 

 

 

２ 改定計画の実施体制 

 改定計画の目標は、行政だけでなく、市民・市民団体及び事業者などの多様な主体がその役割を果

たしていくことで達成されるものです。特に、本市や地域を取り巻く環境が大きく変化し、地域課題が多様

化・複雑化している中、三者協働によるまちづくりを進めていくことが必要です。 

そのため、地域においては、市民・市民団体及び事業者など地域の様々な主体が情報を共有し、同じ

目的をもってまちづくりに取り組む体制をさらに広げていくとともに、行政においては、地域とともにまちづく

りに取り組む体制をより一層充実させ、相互連携により計画を実施していきます。

第６章 
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○大津市「結の湖都」協働のまちづくり推進条例 

 

大津では、里山や琵琶湖の豊かな恵みを、古代から現代に至るまで享受し、守りながら、人々が行き交い、暮らし

を受け伝え、まちを発展させてきました。 

そうした営みを、地域社会の助け合いの仕組みである「結
ゆい

」などによって、人々は守ってきました。 

また、こうした仕組みの中で、人々は、お年寄りや子どもを気遣い、全ての人が安心して生きることができる社会

の実現に向けた努力を積み重ねてきました。 

今日では、多くの公共サービスが行政によって担われています。しかし、人々の生活や価値観が多様化し、行政の

サービスでは対応できないことが増え、多様なニーズに対応する人材や財源の確保が難しくなってきています。 

その一方で、大津では、市民・市民団体及び事業者による市民公益活動が盛んになっています。この市民公益

活動と行政の力を合わせて「みんなのため」の公共サービスを「みんなで支える」ことができれば、自治の力は高ま

り、まちは活
い

き活
い

きとします。これらの活動をより創造的かつ持続的に育むためには、大津が歴史的に育んできた「結
ゆい

」

の仕組みを現代に甦らせ、市民・市民団体、事業者及び市の三者が、対等な関係のもとで共通の目的を持ち、共に

社会基盤を整えることが求められています。 

この条例は、市民・市民団体、事業者及び市の三者が、「協働」という新しい「結
ゆい

」を実現するための理念と仕組み

を明らかにするものです。わたしたちは、この仕組みを活用し、市民・市民団体、事業者及び市という立場から、またそ

うした立場を超えて愛着と誇りを持つことができる大津を築いていくためにこの条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における協働によるまちづくりの基本理念及びその実現を図るための協働に関する基本

的事項を定め、協働によるまちづくりを推進することにより、人と人のつながりを強め、誰もが愛着と誇りを持って、

住み続けたくなる大津を築いていくことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 協働 市民・市民団体、事業者及び市がその自主的な行動のもとに、互いの特性を尊重し認め合い、企画

立案、実施、評価及び改善の全ての過程又はそれぞれの過程において、話し合いに基づいて役割を分担し、

共通の目的である公共的な課題の解決のために力を合わせてまちづくりに取り組むことをいう。 

（２） 参画 協働によるまちづくりを推進するために必要となる取組の企画立案、実施、評価及び改善の全ての
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過程又はそれぞれの過程において市民・市民団体、事業者及び市が主体的に参加し、意思形成に関わるこ

とをいう。 

（３） 市民公益活動 市民・市民団体及び事業者が自主的かつ主体的に行う活動であって、不特定多数のも

のの利益の増進を図ることを目的とするものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動 

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動 

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動 

エ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職をいう。以下この号において

同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対することを目的とする活動 

（４） 市民公益活動団体 本市の区域内において市民公益活動を継続的に行う市民団体又は事業者をいう。 

（５） 市民 本市の区域内に居住し、通勤し、若しくは通学し、又は本市の協働に参画する者 

（６） 市民団体 地域自治組織（自治会その他の本市の区域内に居住する者の地縁に基づいて組織された

団体をいう。）、NPO 法人（特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営

利活動法人をいう。）、ボランティア団体その他の団体をいう。 

（７） 事業者 本市で営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。 

（８） 社会資源 人材、情報、資金、場所、知恵、技等の協働の推進に必要な資源をいう。 

（基本理念） 

第３条 協働によるまちづくりは、次に掲げる基本理念（以下「基本理念」という。）に基づいて推進するものとする。 

（１） 市民・市民団体、事業者及び市は、共にまちづくりに取り組むパートナーとして常に対等であること。 

（２） 市民・市民団体、事業者及び市は、それぞれがまちづくりの当事者意識を持つとともに、自主性を重んじる

こと。 

（３） 市民・市民団体、事業者及び市は、それぞれ互いの特性と役割を理解し、長所を活
い

かし合うとともに、互い

に求められる役割を高められるよう自己変革に努めること。 

（４） 市民・市民団体、事業者及び市は、互いにまちづくりに必要な情報を発信し、その共有に努め、透明性の高

い開かれた関係を目指すこと。 

（５） 市民・市民団体、事業者及び市は、互いにまちづくりの目的意識の共有に努めること。 

（市民の役割） 

第４条 市民は、まちづくりの主体として自らができることを考え、行動するとともに、協働によるまちづくりに積極的

に参加し、及び参画するよう努めるものとする。 
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２ 市民は、自らだけでなく、一人でも多くの市民が協働によるまちづくりに参加し、及び参画することができるよう連

携に努めるものとする。 

３ 前２項の市民の役割は、強制されるものではなく、一人ひとりの市民の自発性に基づくものでなければならない。 

（市民団体の役割） 

第５条 市民団体は、市民、事業者及び市との協働を図り、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。 

２ 市民団体は、地域社会の一員としてその活動が広く市民に理解されるよう努めるとともに、市民の参加又は参

画が得られるよう努めるものとする。 

３ 市民団体は、協働によるまちづくりの推進のため、財政基盤を整えるよう努めるものとする。 

４ 前３項の市民団体の役割は、強制されるものではなく、市民団体の自発性に基づくものでなければならない。 

（事業者の役割） 

第６条 事業者は、地域社会の一員として、協働に関する理解を深めるとともに、自発的に協働によるまちづくりの

推進に努めるものとする。 

２ 事業者は、地域経済の発展及び雇用の確保等に果たす役割を自覚し、市民・市民団体及び市と連携し、及び協

力して、地域の活性化に努めるものとする。 

３ 事業者は、市民公益活動がまちづくりに果たす役割の重要性を十分理解し、積極的に社会資源の提供に努め

るものとする。 

４ 前３項の事業者の役割は、強制されるものではなく、事業者の自発性に基づくものでなければならない。 

（市の役割） 

第７条 市は、協働によるまちづくりを率先して推進するものとする。 

２ 市は、協働によるまちづくりの推進のため、本市職員の意識、行政運営及び行政組織に関する改革に努めるもの

とする。 

３ 市は、協働によるまちづくりの推進を図るため、公共的な課題に取り組む市民公益活動が活発に行われるように

するための環境整備に努めるものとする。 

４ 市は、基本理念に基づき、協働によるまちづくりを推進するために必要となる施策（以下「協働施策」という。）を

実施するよう努めるものとする。 

（啓発及び研修） 

第８条 市民・市民団体、事業者及び市は、自ら協働に関する理解を深めるとともに、相互に協力して、協働に関す

る啓発及び研修を行うものとする。 

２ 市は、協働に関する啓発、研修等を通じて、本市職員の理解の増進を図るとともに、本市職員による協働による

まちづくりの実践に役立てるよう努めるものとする。 

（情報共有） 
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第９条 市民・市民団体、事業者及び市は、協働によるまちづくりに関する必要な情報を相互に発信し、及び収集し、

並びに共有するよう努めるものとする。 

２ 市は、協働によるまちづくりに関する情報環境を整備し、情報の活用に努めるものとする。 

３ 市は、市の施策の企画立案、実施、評価及び改善の全ての過程において、情報の提供に努めるものとする。 

（協働によるまちづくりの推進のための資金） 

第１０条 市民・市民団体、事業者及び市は、協働によるまちづくりの推進に必要な資金の円滑な調達及び配分に

努めるものとする。 

２ 市は、協働によるまちづくりを推進するため、予算の範囲内で、適切な財政的措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

（活動場所） 

第１１条 市民・市民団体、事業者及び市は、市民公益活動を推進するため、活動場所を相互に提供し、活用し合う

よう努めるものとする。 

２ 市は、市民公益活動を推進するため、市民公益活動団体への公共施設の提供に努めるものとする。 

（協働事業の推進） 

第１２条 市民・市民団体、事業者及び市は、それぞれの社会資源を活
い

かした協働による事業（以下「協働事業」と

いう。）の推進に努めるものとする。 

２ 市は、市の業務のうち市民・市民団体及び事業者が有する専門性、地域性等の特性を活
い

かすことができる分野

については、当該業務を委託し、又は当該業務への提案等の機会を確保するよう努めるものとする。 

３ 市は、市民・市民団体及び事業者が多様な形態で市政に参画することができるための仕組みを整備するよう

努めるものとする。 

（大津市協働推進計画） 

第１３条 市長は、協働施策を総合的かつ計画的に推進するため、大津市協働推進計画（以下「推進計画」という。）

を定めるものとする。 

２ 市長は、推進計画の策定、変更及び廃止に当たっては、次条に定める委員会の意見を聴くものとする。 

３ 市長は、推進計画を策定し、変更し、又は廃止したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

４ 市長は、毎年度、推進計画に基づいて講じた協働施策の実施状況を公表するものとする。 

５ 市長は、協働施策の実施状況を踏まえ、５年を超えない期間ごとに、推進計画を見直すものとする。 

（大津市協働を進める三者委員会の設置） 

第１４条 この条例による協働によるまちづくりの推進を実効性あるものにし、時代の流れに対応させるため、市長の

附属機関として、大津市協働を進める三者委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
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２ 委員会には、必要に応じて専門部会を設置することができる。 

３ 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。 

（１） 推進計画の策定、変更及び廃止に関すること。 

（２） 協働施策の評価に関すること。 

（３） 協働施策の提案に関すること。 

（４） 協働事業の推進に関すること。 

（５） その他協働によるまちづくりの推進のため市長が必要と認めること。 

４ 委員会は、前項各号に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。 

５ 委員会は、委員１５人以内をもって組織する。 

６ 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

（１） 本市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する１８歳以上の者で、市長が行う委員の公募に応募したもの 

（２） 市民公益活動団体の構成員 

（３） 事業者の役員又は職員 

（４） 学識経験を有する者 

（５） 本市職員 

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 

７ 前項第１号の規定にかかわらず、公募を実施しても応募者がなかったとき又は適任者がなかったときは、公募に

よらず、本市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する１８歳以上の者のうちから委員を委嘱することができる。 

８ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

９ 委員は、再任されることができる。 

１０ 委員会の会議（以下「会議」という。）は、原則として公開する。ただし、会議の決定により非公開とすることがで

きる。 

１１ 前各項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、規則で定める。 

（条例の検討） 

第１５条 市長は、この条例の施行後５年を目途として、この条例の運用の実績等を勘案し、この条例の規定につい

て検討し、必要があると認めるときは、条例の改正その他必要な措置を講ずるものとする。 

（委任） 

第１６条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 
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○大津市協働を進める三者委員会の運営に関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大津市「結の湖都」協働のまちづくり推進条例（平成２３年条例第１号）第１４条第１１項の規定に

基づき、大津市協働を進める三者委員会（以下「委員会」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（委員長及び副委員長） 

第２条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第３条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第４条 委員会の庶務は、市民部協働のまちづくり推進室において処理する。 

（委任） 

第５条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 
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○大津市職員協働推進本部設置規則 

 

（設置） 

第１条 大津市「結
ゆい

の湖都」協働のまちづくり推進条例（平成２３年条例第１号。以下「条例」という。）の基本理念に基

づく協働のまちづくりを推進するため、大津市職員協働推進本部（以下「本部」という。）を設置する。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（所掌事務） 

第３条 本部の所掌事務（以下「所掌事務」という。）は、次のとおりとする。 

（１） 協働によるまちづくりを推進するために必要となる施策の調査及び研究に関すること。 

（２） 市民公益活動が活発に行われるようにするための環境の整備に関する調査及び研究に関すること。 

（３） 大津市協働推進計画に関すること。  

（４） 市民・市民団体又は事業者の提案による協働事業（条例第１２条第１項に規定する協働事業をいう。）の推

進に関すること。 

（組織） 

第４条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。 

（１） 本部長 

（２） 副本部長 

（３） 本部員 

（４） 推進員 

２ 本部長は、主管の副市長の職にある者をもって充てる。 

３ 副本部長は、市民部長の職にある者をもって充てる。 

４ 本部員は、別表第１の本部員の欄に掲げる職にある者をもって充て、及び別表第２の本部員の欄に掲げる職に

ある者に対し市長が委嘱する。 

５ 推進員は、別表第１の推進員の欄に掲げる職にある者（当該職にある者が、いないときは当該職に係る課にお

いて当該職以上の職位にある者のうちから市長が指名する者とし、２人以上いるときはそれらの者のうちから市長

が指名する者とする。）をもって充て、及び別表第２の推進員の欄に掲げる職にある者（当該職にある者が、いな

いときは当該職に係る課において当該職以上の職位にある者のうちの１人とし、２人以上いるときはそれらの者の

うちの１人とする。）に対し市長が委嘱する。 

（職務） 
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第５条 本部長は、市長の命を受けて、本部の事務を総括するとともに、本部員及び推進員を指揮監督する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。 

３ 本部員は、本部長の命を受けて、所掌事務を処理する。 

４ 推進員は、本部員を補佐し、所掌事務を処理する。 

（会議） 

第６条 本部の会議は、本部員会議及び推進員会議とする。 

（本部員会議） 

第７条 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、所掌事務について審議する。 

２ 本部員会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。 

３ 本部員会議は、必要があると認めるときは、本部員会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（推進員会議） 

第８条 推進員会議は、副本部長、市民部次長である本部員及び推進員で構成し、所掌事務について協議する。 

２ 推進員会議は、副本部長が招集し、副本部長が議長となる。 

３ 推進員会議は、必要があると認めるときは、推進員会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（ワーキングチーム） 

第９条 本部長は、専門の事項を審議させるため必要があるときは、本部にワーキングチームを置くことができる。 

２ ワーキングチームは、ワーキングメンバーで構成する。 

３ ワーキングメンバーは、職員のうちから市長が任命し、又は委嘱する。この場合において、ワーキングメンバーの

一部については、公募に応募した職員及び推進員（ワーキングチームの業務に従事することを希望する者に限

る。）のうちから任命し、又は委嘱するものとする。 

４ ワーキングメンバーの任期は、２年以内において市長が定める期間とする。ただし、再任を妨げない。 

５ ワーキングメンバーは、本部長が指揮監督する。 

６ ワーキングメンバーは、本部員及び推進員を補佐し、所掌事務を処理する。 

７ ワーキングチームにチームリーダーを置き、ワーキングメンバーの互選によって定める。 

８ ワーキングチームは、チームリーダーが招集する。 

（庶務） 

第１０条 本部の庶務は、市民部協働のまちづくり推進室において処理する。 

（委任） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。 

附 則 

この規則は、平成２３年６月２９日から施行する。 



参考資料  

 

      
 

 34 

別表第１（第４条関係） 

部局 本部員 推進員 

政策調整部 政策調整部次長 企画調整課長補佐 

総務部 総務部次長 総務課長補佐 

市民部 市民部次長 自治協働課長補佐 

福祉子ども部 福祉子ども部次長 福祉政策課長補佐 

健康保険部 健康保険部次長 長寿政策課長補佐 

産業観光部 産業観光部次長 商工労働政策課長補佐 

環境部 環境部次長 環境政策課長補佐 

都市計画部 都市計画部次長 都市計画課長補佐 

建設部 建設部次長 地域交通政策課長補佐 

 

別表第２（第４条関係） 

部局 本部員 推進員 

企業局 企業総務部企業総務長 企業総務課長補佐 

教育委員会事務局 教育部次長 教育総務課長補佐 

消防局 消防局次長 消防総務課長補佐 
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○協働のまちづくり推進計画の取組ごとの進捗確認 

 

 

 

 

・ 検討 ○ 試行 ◎ 実施

進捗表記

H

29

H

30

R

1

R

2

・ ・ ○ ○

広報ガイドラインの策定

オープンデータの実施

既存のSNS、メール配信システム等の利用・拡充

○ ○ ◎ ◎

【再】既存のSNS、メール配信システム等の利用・拡充 ◎ ◎ ◎ ◎

H

29

H

30

R

1

R

2

・ ・ ○ ○

広聴（事業レビュー、パブリックコメント、意見交換会等）の充実 ◎ ◎ ◎ ◎

・ ・ ○ ○

まちづくり提案制度（旧称；協働提案制度テーマ型提案事業）の見直し ・ ○ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎

市民活動センターの各種連携・交流促進事業 ◎ ◎ ◎ ◎

H

29

H

30

R

1

R

2

・ ・ ○ ○

三者委員会における協働事業評価の検討 ・ ・ ○ ○

・ ・ ○ ○

協働のまちづくりの視点による施策や事業の見直しの検討 ・ ・ ○ ○

H29 H30 R1 R2

・ ・ ○ ○

【再】まちづくり提案制度（旧称；協働提案制度テーマ型提案事業）の見直し ・ ○ ◎ ◎

・ ・ ◎ ◎

【再】まちづくり提案制度（旧称；協働提案制度テーマ型提案事業）の見直し ・ ○ ◎ ◎

・ ・ ○ ○

【再】まちづくり提案制度（旧称；協働提案制度テーマ型提案事業）の見直し ・ ○ ◎ ◎

取り組み(３)　協働のきっかけとなる場や機会の創設

基本施策４　市からの提案による協働事業をつくる

取り組み(１)　協働提案制度など市からの課題提案に対する協働事業の継続実施及び

見直し

取り組み(２)　市からの協働の可能性に関する情報の発信

基本施策３　市の施策・事業の協働可能性を検討・評価する機会をつくる

取り組み(１)　協働のまちづくりの視点による施策や事業の評価手法の制度化

取り組み(２)　協働のまちづくりの視点による施策や事業の見直しの制度化

取り組み（２）　協働事業の実施に必要な多様な広報媒体の提供

取り組み（３）　協働のまちづくりを推進する拠点（窓口）としての公共施設の活用の推進

取り組み（２）　市政情報や地域課題をより多くの市民に分かりやすく伝える多様な媒体

の活用

基本施策２　市民・市民団体及び事業者の市政への参画の場や機会を拡充する

取り組み（１）　市の制度や施策の企画立案、実施、評価、改善（ＰＤＣＡ）における市民

参画の制度の検討・拡充

基本方針１．市政における市民・市民団体及び事業者の参加、協働の推進 スケジュール・進捗確認

基本施策１　市政情報の公開、地域課題の共有と見える化を進める

取り組み（1）　市民協働が進む市政情報や地域課題の公開・共有のしくみの構築

◎ ◎ ◎ ◎
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H

29

H

30

R

1

R

2

・ ・ ○ ○

地域カルテの作成

【再】オープンデータの実施

H

29

H

30

R

1

R

2

・ ・ ・ ・

【再】地域カルテの作成

【再】まちづくり提案制度（旧称；協働提案制度テーマ型提案事業）の見直し

H

29

H

30

R

1

R

2

・ ・ ○ ○

【再】まちづくり提案制度の充実（協働のきっかけ、機会の創設） ・ ○ ◎ ◎

・ ・ ○ ○

市民活動センターにおける各種調査・市民ファンドの検討、「大津・ＳＤＧｓくるくる

チャリティプロジェクト」
・ ・ ○ ○

・ ・ ○ ○

【再】まちづくり提案制度の充実（協働のきっかけ、機会の創設） ・ ○ ◎ ◎

・ ・ ○ ○

【再】まちづくり提案制度の充実（協働のきっかけ、機会の創設） ・ ○ ◎ ◎

取り組み(３)　協働のきっかけとなる場や機会の創設・充実

取り組み(４)　協働事業の実施に必要な多様な広報媒体の提供（再掲）

基本施策３　市民・市民団体及び事業者からの提案による協働事業をつくる

取り組み(１)　協働提案制度など市民・市民団体及び事業者からの提案による協働事業

の継続実施及び見直し

取り組み(２)　協働事業の実施に必要な多様な資金を見つけ、募るしくみづくり

基本施策２　市民・市民団体及び事業者による地域課題やその解決に向けた取り組みの情報

発信を進める

取り組み(１)　地域課題とその解決に向けた取り組みの発信・共有ができる統一された媒

体の構築

・ ○ ◎ ◎

基本方針２．市民・市民団体及び事業者から市政へのアプローチによる協働の推進 スケジュール・進捗確認

基本施策１　市民・市民団体及び事業者による地域課題の分析を進める

取り組み(１)　市民・市民団体及び事業者による地域課題の調査・分析に対する支援制

度の創設

○ ○ ○ ○



 参考資料 

 

 

37 

 
 

 

 

 

 

H

29

H

30

R

1

R

2

◎ ◎ ◎ ◎

パワーアップ・市民活動応援事業の充実、市民活動センター機能の充実による、

人材の発掘、育成
◎ ◎ ◎ ◎

・ ・ ○ ○

【再】パワーアップ・市民活動応援事業の充実、市民活動センター機能の充実によ

る、人材の発掘、育成
◎ ◎ ◎ ◎

・ ・ ○ ◎

【再】市民活動センターにおける各種調査・市民ファンドの検討、「大津・ＳＤＧｓくる

くるチャリティプロジェクト」
・ ・ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎

市民活動センターにおける広報力アップ講座の開催

【再】パワーアップ・市民活動応援事業の充実、市民活動センター機能の充実によ

る、人材の発掘、育成

【再】市民活動センターにおける各種調査・市民ファンドの検討、「大津・ＳＤＧｓくる

くるチャリティプロジェクト」

・ ・ ○ ○

市民活動センターにおける市民活動体験講座の開催

【再】市民活動センターにおける広報力アップ講座の開催

【再】市民活動センターにおける各種調査・市民ファンドの検討、「大津・ＳＤＧｓくる

くるチャリティプロジェクト」

・ ・ ・ ○

市民活動センターにおける各種情報発信事業

【再】まちづくり提案制度の充実（協働のきっかけ、機会の創設）

H

29

H

30

R

1

R

2

◎ ◎ ◎ ◎

協働のまちづくり推進計画の周知 ◎ ◎ ◎ ◎

・ ・ ◎ ◎

「大津市まちづくりガイドブック」の作成 ◎ ◎ ◎ ◎

・ ・ ◎ ◎

【再】「大津市まちづくりガイドブック」の作成 ◎ ◎ ◎ ◎

・ ・ ◎ ◎

協働の好事例集の作成 ・ ・ ◎ ◎

取り組み(４)　協働のグッドプラクティス（好事例）の顕彰制度の検討・創設

取り組み(２)　協働のまちづくりハンドブックの改訂・活用

取り組み(３)　協働ガイドブックの作成・活用

◎

基本施策２　協働の理解を広げ、普及を図る

取り組み(１)　協働のまちづくり推進計画の周知

取り組み(６)　市民団体及び事業者の情報公開・信頼性向上のためのしくみづくり

◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎

取り組み(５)　市民団体及び事業者のまちづくり活動への多様な主体の参加の支援

取り組み(３)　既存のしくみなども活用した市民団体及び事業者による市民公益活動へ

の多様な資金確保のしくみづくり

取り組み(４)　市民団体の資金確保のための支援

基本方針３．公共の担い手・協働の主体の充実（担い手や主体を豊かにする） スケジュール・進捗確認

基本施策１　協働の担い手となる市民団体及び事業者が育まれるしくみをつくる

取り組み(１)　協働によるまちづくりの担い手となる人材やリーダーが育つ環境づくり・人

材発掘

取り組み(２)　協働提案制度など市民団体及び事業者による市民公益活動の支援の継

続実施及び見直し
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H29 H30 R1 R2

・ ・ ◎ ◎

【再】市民活動センターにおける各種調査・市民ファンドの検討、「大津・ＳＤＧｓくる

くるチャリティプロジェクト」
・ ・ ◎ ◎

・ ・ ◎ ◎

【再】市民活動センターの各種連携・交流促進事業

【再】市民活動センターにおける各種調査・市民ファンドの検討、「大津・ＳＤＧｓくる

くるチャリティプロジェクト」

◎ ◎ ◎ ◎

【再】パワーアップ・市民活動応援事業の充実、市民活動センター機能の充実によ

る、人材の発掘、育成

【再】市民活動センターにおける各種調査・市民ファンドの検討、「大津・ＳＤＧｓくる

くるチャリティプロジェクト」

【再】市民活動センターにおける広報力アップ講座の開催

市民活動センターにおける各種相談事業

・ ・ ◎ ◎

【再】市民活動センターにおける各種相談事業 ○ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎

【再】市民活動センターにおける各種情報発信事業 ◎ ◎ ◎ ◎

・ ・ ◎ ◎

第三者評価委員会の開催 ◎ ◎ ◎ ◎

H

29

H

30

R

1

R

2

・ ・ ○ ○

自治会活動事例の収集、発信

まちづくり協議会設立支援

・ ・ ○ ○

【再】自治会活動事例の収集、発信

【再】まちづくり協議会設立支援

・ ・ ○ ○

【再】まちづくり協議会設立支援 ○ ◎ ◎ ◎

H

29

H

30

R

1

R

2

・ ・ ◎ ◎

【再】「大津市まちづくりガイドブック」の作成

【再】協働の好事例集の作成

・ ・ ・ ・

◎ ◎ ◎ ◎

【再】「大津市まちづくりガイドブック」の作成 ◎ ◎ ◎ ◎

◎

取り組み(２)　協働の理解を深め、協働を実践していくための講座や研修などの実施

取り組み(１)　協働の理解を深め、協働を実践していくためのノウハウや情報の共有

○ ○ ◎

◎

取り組み(３)　学区単位による社会の変化と状況に応じた地域自治のしくみづくり

基本施策５　協働のノウハウの共有を進める

取り組み(２)　地域コミュニティの自治活動への多様な世代の参加の支援

○ ◎ ◎

○ ◎ ◎ ◎

取り組み(６)　市民活動センターの外部評価の活用

基本施策４　地域自治・住民自治を豊かにする

取り組み(１)　地域の状況に応じた魅力的な地域コミュニティの自治活動の推進

取り組み(４)　専門的かつ多様な相談窓口機能の強化（コーディネーション力の強化）

取り組み(５)　協働に関する情報の収集・発信の強化

◎ ◎

取り組み(３)　市民団体の活動や組織への支援の充実

◎ ◎ ◎ ◎

取り組み(２)　市民団体及び事業者それぞれ及び相互の交流と連携の強化（コーディ

ネーション力の強化）

◎ ◎

基本施策３　市民活動センターの機能を強化し、三者との連携を進める

取り組み(１)　市民団体及び事業者の有する社会資源の把握・活用の促進（コーディ

ネーション力の強化）
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H

29

H

30

R

1

R

2

・ ・ ◎ ◎

現在、実施なし

・ ・ ○ ○

現在、実施なし

・ ・ ○ ○

【再】まちづくり提案制度の充実（協働のきっかけ、機会の創設） ・ ○ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎

【再】市民活動センターの各種連携・交流促進事業 ◎ ◎ ◎ ◎

取り組み(３)　協働のきっかけとなる場や機会の創設・充実（再掲）

取り組み(４)　協働のまちづくりを推進する拠点（窓口）としての公共施設の活用の推進

（再掲）

取り組み(１)　協働を推進するためのコーディネート機能を実現する人材の発掘と育成

取り組み(２)　協働を推進するためのコーディネート機能を実現する人材の配置

基本施策６　協働の触媒となる機能・人材・場の整備を進め、充実を図る
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H

29

H

30

R

1

R

2

◎ ◎ ◎ ◎

【再】協働のまちづくり推進計画の周知 ◎ ◎ ◎ ◎

・ ◎ ◎ ◎

【再】「大津市まちづくりガイドブック」の作成 ◎ ◎ ◎ ◎

・ ・ ◎ ◎

【再】協働の好事例集の作成 ・ ・ ◎ ◎

H

29

H

30

R

1

R

2

・ ◎ ◎ ◎

【再】「大津市まちづくりガイドブック」の作成

【再】協働のまちづくりの視点による施策や事業の見直しの検討

・ ・ ・ ・

現在、実施なし

◎ ◎ ◎ ◎

【再】「大津市まちづくりガイドブック」の作成 ◎ ◎ ◎ ◎

H

29

H

30

R

1

R

2

・ ・ ○ ○

【再】「大津市まちづくりガイドブック」の作成 ◎ ◎ ◎ ◎

・ ・ ○ ○

【再】三者委員会における協働事業評価の検討 ・ ・ ○ ○

・ ・ ・ ・

現在、実施なし

・ ・ ◎ ◎

職員協働推進本部の開催、まちづくり提案制度における意見交換会への参加 ・ ○ ◎ ◎

・ ・ ○ ○

【再】まちづくり提案制度（旧称；協働提案制度テーマ型提案事業）の見直し ・ ○ ◎ ◎

H

29

H

30

R

1

R

2

・ ◎ ◎ ◎

【再】三者委員会における協働事業評価の検討 ・ ・ ◎ ◎

・ ◎ ◎ ◎

協働を進める三者委員会と協働推進本部による協働のまちづくり推進計画の進

捗管理
・ ・ ◎ ◎

推進体制．三者協働を豊かにするための市政における推進体制の充実 スケジュール・進捗確認

１　職員の協働意識の醸成を進める

取り組み(１)　協働のまちづくり推進計画の周知（再掲）

◎ ◎ ◎

取り組み(２)　協働ガイドラインの活用

取り組み(３)　協働のグッドプラクティス（好事例）の顕彰制度の検討・創設（再掲）

2　協働を推進するためのプロセスやノウハウ（進め方や方法）の共有を進める

取り組み(1)　協働を実践するためのガイドラインやチェックリストなどの策定・活用

◎

3　協働を推進するための制度を充実させる

取り組み(1)　協働のまちづくりの視点による人事政策の実施

取り組み(2)　協働事業費の積算ガイドラインやルールづくり

取り組み(3)　協働の理解を深め、協働を実践していくための講座や研修などの実施（再

掲）

取り組み(2)　 協働のまちづくりの視点による施策や事業の評価手法の制度化（再掲）

取り組み(3)　予算連動による協働推進のしくみの検討・モデル事業の実施

取り組み(4)　職員協働推進本部などの協働推進体制の強化

取り組み(5)　協働しやくするための規制緩和・手続きの簡素化・明確化

取り組み(2) 協働を進める三者委員会と協働推進本部が連携した定期的な協働のまち

づくり推進計画の進捗評価と課題の検証・改善の実施

４　協働を推進するための進捗管理・評価体制を確立させ、運用する

取り組み(1)　各所属における協働のまちづくり推進計画の取り組みに対する進捗管理

及び評価の実施
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